
  

 

 初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を次

のように定める。 

  令和５年３月２８日 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

函館市規則第１３号 

   初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則の一部を改正する  

   規則 

 初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則（昭和６２年函館市規則第

２９号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１（１）の表７級の項第２号中「計画推進室長」の後ろに「，

公共施設マネジメント室長」を加える。 
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 別表第８（２）の表中      を      に，       
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を      に改める。 
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 別表第８の２（２）の表中      を      に， 
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「      「       

 

 

      を      に改める。 

 

 

     」      」 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。ただし，別表第１の改正規定は，

令和５年４月１日から施行する。 
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